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﹁
身
体
障
害
者
手
帳
�
～
�
級
・

愛
の
手
帳
�
～
�
度
・
脳
性
ま
ひ
・

進
行
性
筋
萎
縮
症
で

歳
以
上

歳

20

65

未
満
の
方
﹂
︑
ま
た
は
﹁
身
体
障
害

者
手
帳
�
級
・
愛
の
手
帳
�
度
・
東

京
都
の
難
病
医
療
費
等
助
成
認
定
者

︵
申
請
中
の
方
も
含
む
︶
の

歳
未

65

満
の
方
﹂
で
︑
手
当
の
申
請
手
続
き

を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
︑

歳
の
誕

65

生
日
の
前
々
日
ま
で
に
申
請
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
︒

歳
以
上
の
方

65

は
︑
新
規
申
請
が
で
き
ま
せ
ん
︒

た
だ
し
︑

歳
以
上
の
方
で
も
︑

65

平
成

年
�
月
以
降
︑

歳
の
誕
生

12

65

日
の
前
々
日
ま
で
に
﹁
所
得
制
限
超

過
・
施
設
入
所
・
江
東
区
に
住
所
が

な
か
っ
た
﹂
と
い
う
制
限
事
由
に
よ

り
申
請
手
続
き
が
で
き
な
か
っ
た
方

で
︑
そ
の
後
制
限
事
由
が
な
く
な
っ

た
場
合
︑
申
請
で
き
る
場
合
が
あ
り

区
で
は
︑
国
の
制
度
に
基
づ
き
特

別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当

を
支
給
し
て
い
ま
す
︒
対
象
者
の
方

は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
︒
審
査
の
結

果
︑
支
給
が
決
定
さ
れ
る
と
︑
申
請

月
の
翌
月
分
か
ら
の
手
当
の
支
給
が

開
始
さ
れ
ま
す
︒

▢問
障
害
者
支
援
課
障
害
者
福
祉
係
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心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度

︵
以
下
⃝障
︶
は
︑
心
身
に
重
い
障
害
の

あ
る
方
の
医
療
保
険
の
自
己
負
担
分

︵
一
部
︶
を
助
成
す
る
も
の
で
す
︒


月
�
日
︵
土
︶
か
ら
⃝障
受
給
者

証
が
新
し
く
な
り
ま
す
︒

更
新
の
対
象
と
な
る
方
に
は
︑
�

月
末
日
ま
で
に
︑
新
し
い
⃝障
受
給
者

証
を
お
送
り
し
ま
す
︒

﹇
更
新
の
対
象
と
な
る
方
﹈

①
身
体
障
害
者
手
帳
�

級
・
�

級

︵
心
臓
・
腎
臓
等
内
部
障
害
は
�
級

ま
で
︶

②
愛
の
手
帳
�
度
・
�
度

①
②
の
い
ず
れ
か
を
お
持
ち
の
重
度

障
害
者
の
方
で
︑
所
得
が
所
得
制
限

限
度
額
以
下
の
方
︵
下
表
︶

※
所
得
制
限
限
度
額
は
︑
﹁

歳
以

20

上
の
方
は
︑
本
人
の
所
得
﹂
︑
﹁

歳
20

未
満
の
方
は
︑
世
帯
主
等
の
所
得

︵
本
人
が
国
保
の
世
帯
主
等
に
な
っ

て
い
る
場
合
は
︑
本
人
の
所
得
︶
﹂

に
よ
り
判
定
し
ま
す
︒

﹇
対
象
と
な
ら
な
い
方
﹈

①
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

②
医
療
保
険
の
自
己
負
担
の
な
い
施

設
に
入
所
し
て
い
る
方

③
﹁
江
東
区
子
ど
も
医
療
受
給
者

証
﹂
を
受
給
し
て
い
る
方

④
重
度
障
害
者
に
な
っ
た
年
齢
が
65

歳
以
上
で
あ
る
方

⑤
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
受
給
者
で

住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
方

※
重
度
障
害
者
に
な
っ
た
日
か
ら
65

歳
の
誕
生
日
の
前
々
日
ま
で
①
②
だ

っ
た
方
︑
ま
た
は
東
京
都
内
に
住
所

が
な
か
っ
た
方
は
対
象
と
な
り
ま
す

の
で
申
請
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
︒

﹇
注
意
﹈重
度
障
害
者
に
な
っ
た
年
齢

が

歳
未
満
で
⃝障
受
給
者
証
の
申
請

65
手
続
き
を
行
っ
て
い
な
い
方
は
︑
65

歳
の
誕
生
日
の
前
々
日
ま
で
に
申
請

の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
︒

ま
た
︑
過
去
に
⃝障
受
給
者
証
を
持

っ
て
い
た
方
で
︑
所
得
が
所
得
制
限

限
度
額
以
上
あ
っ
た
等
に
よ
り
︑
資

格
が
消
滅
し
た
方
で
︑
そ
の
後
制
限

事
由
が
な
く
な
っ
た
場
合
は
︑
申
請

手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
︒

▢問
障
害
者
支
援
課
障
害
者
福
祉
係
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月
�
日
現
在
で
︑
全
国
一
斉
に

10
住
宅
・
土
地
統
計
調
査
が
行
わ
れ
ま

す
︒こ

の
調
査
は
︑
住
生
活
に
関
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
施
策
の
た
め
の
基
礎
資

料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ

れ
︑
全
国
約
�
�
�
万
世
帯
の
方
々

を
対
象
と
し
た
大
規
模
な
調
査
で
す
︒

江
東
区
で
は
︑
調
査
対
象
と
し
て

約

︑
�
�
�
世
帯
が
無
作
為
に
抽

出
さ
れ
ま
す
︒

選
ば
れ
た
世
帯
に
は
︑

月
下
旬

に
調
査
員
が
調
査
票
の
配
布
に
お
伺

い
し
ま
す
︒
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
︒

▢問
地
域
振
興
課
統
計
調
査
係
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ベ
ラ
ン
ダ
で
楽
し
く
野
菜
を
育
て

る
方
法
を
学
ぶ
講
座
で
す
︒
ガ
ー
デ

ニ
ン
グ
を
通
し
て
花
と
緑
い
っ
ぱ
い

の
ま
ち
づ
く
り
に
参
加
し
ま
せ
ん
か
︒

▢時

月

日
︵
金
︶
・

日
︵
火
︶
︑

14

25

月

日
︵
金
︶
午
前

時
半
～
午

10

12

10

後
�
時
半
︵
全
�
回
︶

▢場
区
役
所
�
階
第

・

会
議
室

72

73

▢人
区
内
在
住
・
在
勤
で

歳
以
上

16

の
全
回
参
加
で
き
る
方

人
︵
抽
選
︶

25

※
昨
年
度
お
よ
び
今
年
度
の
本
講
座

︵
シ
リ
ー
ズ
を
問
わ
ず
︶
の
受
講
者

は
対
象
外

▢費
�
︑
�

�

�

円
︵
材

料
費
︶
▢内
家
庭
菜
園
の
基
礎
知
識
︑

ベ
ラ
ン
ダ
で
の
栽
培
の
コ
ツ
等
※
野

菜
の
種
ま
き
︑
植
え
付
け
を
行
い
︑

お
持
ち
帰
り
い
た
だ
き
ま
す

▢師
深
町
貴
子
︵
園
芸
家
︶

▢締
�
月

日
︵
金
︶
消
印
有
効

31

▢申
往
復
は
が
き
に
①
講
座
名
②
氏

名
と
ふ
り
が
な
③
年
齢
④
住
所
⑤
電

話
番
号
を
記
入
し
︑
〒

︱

区
役

135

8383

所
管
理
課
Ｃ
Ｉ
Ｇ
推
進
係
へ
※
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
申
込
で
き
ま
す
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℻
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建
築
物
の
防
災
対
策
の
推
進
を
目

的
に
︑
毎
年
春
と
秋
に
全
国
一
斉
の

建
築
物
防
災
週
間
が
設
け
ら
れ
て
い

ま
す
︒
建
築
物
・
工
作
物
の
所
有
者

・
管
理
者
等
は
︑
そ
れ
ら
を
常
に
安

全
な
状
態
で
維
持
す
る
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
︑
建
築
基

準
法
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
︒
こ
の

機
会
に
︑
所
有
・
管
理
し
て
い
る
建

築
物
・
工
作
物
・
付
属
す
る
ブ
ロ
ッ

ク
塀
等
を
点
検
し
︑
気
が
か
り
な
点

が
あ
れ
ば
︑
専
門
家
へ
相
談
し
ま
し

ょ
う
︒

災
害
に
よ
る
被
害
を
防
止
し
︑
安

心
し
て
生
活
で
き
る
空
間
を
確
保
す

る
た
め
に
は
︑
区
民
一
人
ひ
と
り
の

意
識
と
取
組
み
が
大
切
で
す
︒
な
お
︑

実
態
調
査
の
た
め
︑
区
職
員
が
伺
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
︑
そ
の
際
は

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
︒

▢問
建
築
調
整
課
建
築
防
災
係
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℻
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所得制限限度額表(心身障害者福祉手当、心身障害者医療費助成共通)

4,364,000円2人

4,744,000円

5人

3人

適用期間

5,124,000円4人

(本人等所得−所得控除≦所得限度額)

20歳以上：本人所得
20歳未満：配偶者または扶養義務者の所得
※次のような扶養家族がいる場合には、左記の
所得限度額にそれぞれ加算されます。
・老人扶養親族1人につき10万円
・特定扶養親族または控除対象扶養親族(19
歳未満の者に限る)1人につき25万円

※医療費・社会保険料(医療費助成は本人のみ)
等は相当額を控除

本人および扶養義務者等
の所得限度額

扶養親族
の数

3,604,000円0人

3,984,000円

5,504,000円

心身障害者医療費助成

心身障害者福祉手当

1人

9／1(土)〜平成31年8／31(土)

8／1〜平成31年7／31(水)

平成29年中所得対象所得

月額

26,940円

手当額

歳
未
満

20

障
害
児
福
祉
手
当

歳
以
上

20

特
別
障
害
者
手
当

年齢

制限

手当

種類

重度の障害があるため、日常生活において

常時介護が必要な20歳未満の方(おおむね

身体障害者手帳1級および2級程度の方、愛

の手帳1・2度程度の方。あるいはこれらと

同等の疾病・精神障害の方。原則専用の診

断書で判定されます)。ただし次に該当す

る方を除く①施設入所者②障害を理由とす

る公的年金受給者。

※本人および扶養義務者の所得制限があり

ます。

重度の障害があるため、日常生活において

常時特別な介護が必要な20歳以上の方(お

おむね身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・

2度程度でかつ障害が重複している方。あ

るいはこれらと同等の疾病・精神障害の方。

原則、専用の診断書で判定されます)。

ただし次に該当する方を除く①施設入所者

②病院等に3か月を超えて入院している方。

※本人および扶養義務者の所得制限があり

ます。

※原子爆弾被爆者に対する援護に関する法

律に基づく手当を受給しているときは、

手当額の併給調整があります。

対象者

月額

14,650円

区役所本庁舎駐車場が、10／1(月)(予

定)から、民間駐車場運営事業者が運営

する有料時間貸駐車場になります(ゲー

ト式・24時間営業)。ただし、区役所に手

続き等で来庁された方は、1時間無料で

ご利用いただけます。障害者手帳等をお

持ちの方は、駐車料金が免除されます。

[駐車料金]30分200円
[時間帯最大料金]○月〜金曜：2,000円
(8：00〜19：00)、500円(19：00〜8：00)○

土・日曜、祝日：1,000円(8：00〜19：00)、

500円(19：00〜8：00)

▢問 総務課総務係☎3647-4020、℻3699-

8773

区役所本庁舎
駐車場が有料に

10｜1(月)〜(予定)

ま
す
︒

ま
た
︑
所
得
が
左
表
の
所
得
限
度

額
以
上
あ
っ
た
な
ど
の
理
由
に
よ
り

受
給
資
格
が
消
滅
し
︑
そ
の
後
制
限

事
由
が
な
く
な
っ
た
方
は
︑
あ
ら
た

め
て
︑
申
請
手
続
き
が
必
要
で
す
︒

※
な
お
︑
申
請
月
が
支
給
開
始
月
と

な
る
た
め
︑
申
請
が
遅
れ
る
と
受
給

で
き
る
手
当
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
︒

過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
の
支
給
も
で

き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
︒

▢問
障
害
者
支
援
課
障
害
者
福
祉
係
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